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※都市計画の提案制度、地区計画の申出制度など。適用区　域を5,000㎡以上とすること、土地所有者等の2/3以上　の同意を得ていることなど、諸条件があります。





パンフレット「地区計画みんなでつくるまちづくり」(平成 24年 3月作成) 

５頁・６頁 追録 ―令和３年７月現在― 

 
 

   旧板橋宿周辺地区 

   板橋宿の歴史的資産を背景とした商店街のにぎわいを維持し、子
どもから高齢者までの誰もが安全・安心に暮らし、多世代にわたっ
て住み続けられるまちづくり             

(約 64.4ha) 平成 25 年 6 月決定 

    大山駅東地区  

   都市基盤整備にあわせて、さらなるにぎわいの向上や商店街の健
全なにぎわいと魅力的な街並みの維持・形成を図るまちづくり 

(約 22.4ha) 平成 27 年 12 月決定 

大谷口一丁目周辺地区 

 緑豊かで良好な居住環境の保全・向上を図るとともに、災害に強
い安全で安心なまちづくり   (約 19.1ha) 平成 29 年 3 月決定 

 

大山駅西地区 

 安心・安全なまちづくり、にぎわいのあるまちづくり、鉄道立体
化を見据えたまちづくり 

(地区計画約 17.3ha、地区整備計画約 15.5ha)  
平成 29 年 10 月決定、令和３年３月変更 

 

赤塚六丁目北地区 

 良好で健全な住環境に配慮するとともに、無秩序な市街化を防止
し、安全で質の高い市街地を形成するためのまちづくり 

(約 1.8ha) 平成 30 年 3 月決定 
 

若木二・三丁目地区 
  
緑豊かでゆとりある良好な住環境の保全・向上を図るとともに、誰

もが住み続けられる、災害に強い安心・安全なまちを形成するため
のまちづくり 

(約 21.0ha) 平成 30 年 12 月決定 
 

     若木一・二丁目地区 
 
環状第８号線周辺の住宅地からなる市街地において、防災上安全

な市街地の形成と良好な住環境の形成に向けた土地利用を図るため

のまちづくり 

(約 29.7ha) 令和元年 10 月決定 
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平成 24 年 4 月から令和 3 年 7 月までに決定した板橋区の地区計画の事例 
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     向原第二住宅地区 

 

高経年住宅団地の更新を誘導し、高齢者や子育て世代などの多

様な世代が暮らせる良好な住環境の形成を図るとともに、防災上

有効な空地や本地区周辺からの避難動線を整備し、地域の安全性

の向上を図るためのまちづくり 

(約 2.１ha) 令和元年 12 月決定 

 
     大谷口上町周辺地区 

 

緑豊かで良好な居住環境の保全・向上を図るとともに、だれも

が住み続けたくなる災害に強い安心・安全なまちづくり 

(約 55.0ha) 令和３年３月決定 
 

     板橋駅周辺西口地区 
 

暮らしやすさと活気がある駅周辺の商業地の形成、板橋区の玄

関にふさわしいにぎわい拠点の形成、回遊性・利便性の高い歩行

者ネットワークの形成、潤いや安らぎを感じる地区の形成、安全

で快適な居住環境の整備・充実及び防災まちづくりの推進を図る

ためのまちづくり 

※同日付で、板橋駅板橋口地区・板橋駅西口地区は廃止。 

(地区計画約 18.7ha、地区整備計画約 18.4ha) 

令和３年 6 月決定 
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